
    財団法人 岡山県郷土文化財団寄附行為     

 

    第１章 総 則 

 （名 称） 

第１条 この法人は、財団法人岡山県郷土文化財団という。 

 （事務所） 

第２条 この法人は、事務所を岡山県岡山市に置く。 

 

    第２章 目 的 及 び 事 業 

（目 的） 

第３条 この法人は、岡山県下に所在する優れた自然や文化的遺産の保護・保存及び管理とそ

の利用の促進を図るとともに、伝統に根ざした地域文化の創造を行うことにより「うるおい」

と「やすらぎ」のある郷土づくりに寄与することを目的とする。 

 （事 業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (１) 優れた文化的遺産、自然景勝地、保護すべき動植物の生息地等（以下「文化財等」と

いう。）の取得及び保護活用 

 (２) 文化財等に係る講演会、鑑賞会、探勝会等の開催、関係資料の収集、保存及び公開並

びに会誌等の発刊等による文化財等に係る知識の普及啓発 

 (３) 文化財等に関する調査研究並びに情報の収集及び提供 

 (４) 文化財等の保護事業に対する助成 

 (５) 公共施設等の管理、地域の自然、文化財等の現況調査等の受託事業 

 (６) 自然、文化財保護少年団等ボランティア団体の育成 

 (７) その他この法人の目的達成に必要な事業 

 

    第３章 資 産 及 び 会 計 

 （資産の構成） 

第５条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (１) 設立当初の財産目録に記載された財産 

 (２) 会費 

 (３) 資産から生ずる収入 
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 (４) 補助交付金 

 (５) 事業に伴う収入 

 (６) 寄附金品 

 (７) 設立後取得した財産 

 (８) その他の収入 

 （資産の種別） 

第６条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の２種類とする。 

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (１) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

 (２) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 

 (３) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 

 （基本財産の処分の制限） 

第７条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。

ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数

の４分の３以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を受けて、その一部に限り、これらの処

分をすることができる。 

 （資産の管理） 

第８条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定

期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 

 （経費の支弁） 

第９条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 

 （事業計画及び収支予算） 

第１０条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において

理事現在数の３分の２以上の同意を経て、毎会計年度開始前に主務官庁に届け出なければな

らない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 

 （会計年度） 

第１１条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （収支決算） 

第１２条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び

財産増減理由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後２
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ヶ月以内に主務官庁に報告しなければならない。 

２ この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全

部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 

 （長期借入金） 

第１３条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短

期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を受けなければならない。 

 （新たな義務の負担等） 

第１４条 第７条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除

くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会

の議決を経なければならない。 

 

    第４章 役員、評議員及び職員 

 （役員の種別） 

第１５条 この法人に、次の役員を置く。 

 (１) 理事長     １名 

 (２) 副理事長    ２名 

 (３) 常務理事    １名 

 (４) 理事（理事長、副理事長、常務理事を含む。）５名以上１２名以内 

 (５) 監事      ３名 

 （役員の選任及び報酬） 

第１６条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 

２ 理事長は、理事の互選により定める。 

３ 副理事長及び常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。 

４ 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 

５ 常勤の役員については、理事会の議決により報酬及び手当を支払うことができる。 

 （職 務） 

第１７条 理事長は、この法人を代表し、事務を統轄する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長があらかじめ指名した順位により、理事長に事故

あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 

３ 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、法人の常務を処理する。 

４ 理事長と法人との利益が相反する事項については、理事長があらかじめ指名した副理事
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長がこの法人を代表する。 

５ 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。 

６ 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 

 (１) 法人の財産の状況を監査する。 

 (２) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (３) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評

議員会又は主務官庁に報告すること。 

 (４) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求すること。 

 （任 期） 

第１８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

 （解 任） 

第１９条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事

現在数及び評議員現在数の各々の４分の３以上の議決により、理事長がこれを解任すること

ができる。  

 (１) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 

 (２) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 （評議員） 

第２０条 この法人に、評議員２０名以上２５名以内を置く。 

２ 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。 

３ 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為で定める義務を掌る。 

４ 第１８条及び第１９条の規定は、評議員に準用する。この場合において、同条中「役員」

とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 

 （顧 問） 

第２１条 この法人に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。 

３ 顧問は、理事長の諮問に応じ、この法人の業務に関し助言を行う。 

４ 顧問の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （職 員） 

第２２条 この法人の事務を処理するため必要な職員を置く。 
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２ 職員は、理事長が任免する。 

３ 職員は、原則として有給とする。 

 

    第５章 会 議 

 （種 別） 

第２３条 会議は、理事会及び評議員会とする。 

２ 理事会は、理事をもって、評議員会は、評議員をもって構成する。 

 （招 集） 

第２４条 会議は、理事長が招集する。 

２ 理事現在数の３分の１以上若しくは監事から会議の目的を記載した書面によって、理事

会の招集の請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から１０日以内に理事会

を招集しなければならない。 

３ 評議員現在数の３分の１以上若しくは監事から会議の目的を記載した書面によって評議

員会の招集の請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から１０日以内に評議

員会を招集しなければならない。 

 （理事会の議決事項等） 

第２５条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、財団の運営に関し、重要な事項

を議決する。 

２ 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項

を審議するとともに必要に応じて財団の重要な事項に関し、理事長に建議することができ

る。 

３ 理事会において、次の事項を議決する場合には、あらかじめ、評議員会の意見を聴かな

ければならない。 

 (１) 事業計画及び収支予算の決定に関すること。 

 (２) 事業報告及び収支決算の承認に関すること。 

 (３) 基本財産の処分に関すること。 

 (４) 長期借入金の承認に関すること。 

 (５) 第３号及び前号に定めるものを除くほか、予算外の義務負担及び権利の放棄に関する

こと。 

 (６) 寄附行為の変更に関すること。 

 (７) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。 

 

5



 （議 長） 

第２６条 理事会の議長は、理事長とする。 

２ 評議員会の議長は、その評議員会において出席評議員のうちから互選してこれを定める。 

 （会議の定足数） 

第２７条 会議は、理事現在数又は評議員現在数の各々の３分の２以上の者が出席しなければ

開催することができない。 

 （表 決） 

第２８条 会議の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事又は評

議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （書面表決） 

第２９条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知

された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この

場合においては前２条の規定の運用については、出席したものとみなす。 

２ 前項の規定による書面表決又は表決の委任による出席は、会議の定足数の半数を超える

ことができない。 

３ 理事長は、急を要する事項又は軽易な事項について書面をもって可否を求め、理事会又

は評議員会の議決に代えることができる。 

 （議事録） 

第３０条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は議長が作成し、次の事項を記載のうえ、議長及び議長が指名した出席理事又は

出席評議員２名が署名押印するものとする。 

 (１) 会議開会の日時及び場所 

 (２) 理事又は評議員の現在数 

 (３) 会議に出席した理事又は評議員の氏名（書面による表決者及び委任による表決者を含

む。） 

 (４) 議決事項 

 (５) 議事の経過概要及びその結果 

 

    第６章 会 員 

 （会 員） 

第３１条 この法人において、次の者を会員とする。 
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 (１) 普通会員 

  別に定める会費を支払った者 

 (２) 奉仕会員 

  この法人の主催する事業に、別に定める日数以上奉仕し、理事長が特に適当と認めた者 

 (３) 賛助会員 

  この法人の設立に貢献した者及びこの法人に多額の寄附又は寄贈をした者で、理事長が適

当と認めた者 

２ 会員は、別に定めるところにより、この法人の主催する行事等に参加できる。 

 

    第７章 寄附行為の変更及び解散 

 （寄附行為の変更） 

第３２条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を経、かつ、主

務官庁の認可を受けなければ、これを変更することができない。 

 （解 散） 

第３３条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の

各々の４分３以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を受けなければならない。 

 （残余財産の処分） 

第３４条 この法人の解散のとき存する残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数

及び評議員現在数の各々の４分の３以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を受けて、この

法人と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。 

 

    第８章 雑 則 

 （書類及び帳簿の備付等） 

第３５条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法

令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 

 (１) 寄附行為 

 (２) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書 

 (３) 予算書、会計帳簿及び計算書類（収支計算書、貸借対照表及び財産目録をいう。） 

 (４) 理事会及び評議員会の議事に関する書類 

 (５) 処務日誌 

 (６) 官公署往復書類 
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 (７) その他必要な書類及び帳簿 

２ 前項第３号の書類及び帳簿は１０年以上、第４号の書類は永年、第５号及び第６号の書

類及び帳簿は１年以上保存しなければならない。 

 （委 任） 

第３６条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の事業の運営上必要な細則は、理事長

が理事会の議決を経て別に定める。 

 

   附  則 

１ この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。 

２ この法人の設立当初の会計年度は、第１１条の規定にかかわらず、法人の設立許可のあっ

た日から、昭和５５年３月３１日までとする。 

３ この法人の設立当初の役員及び評議員は、第１６条第１項から第３項まで及び第２０条第

２項の規定にかかわらず、別添名簿のとおりとし、その任期は、第１８条第１項（第２０条

第４項において準用される場合を含む。）の規定にかかわらず、役員にあっては昭和５６年３

月３１日まで、評議員にあっては昭和５７年３月３１日までとする。 

４ この法人の設立当初における初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第１０条前段

の規定にかかわらず、別添事業計画書及び収支予算書のとおりとする。 

５ 当分の間、第１５条の規定にかかわらず、常務理事は置かないことができる。 

 

    附 則 

この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日（昭和６０年７月２日）から施行する。 

    附 則 

この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日（平成４年７月１７日）から施行する。 

    附 則 

この寄附行為は、平成１３年１０月１日から施行する。 

    附 則 

この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日（平成１８年２月２２日）から施行する。 
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